
医道審議会保健師助産師看護師分科会 

保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会の進め方（案） 

 

 

１．趣旨 

 

○ 保健師助産師看護師国家試験は保健師、助産師、看護師として最低限具有すべき知

識及び技能を評価するものであり、これまでも、質の高い看護職員の確保を図るため

に定期的に保健師助産師看護師国家試験の改善に努めてきている。 

○ このため、医道審議会運営規程に基づき、保健師助産師看護師国家試験制度改善検

討部会を開催し、現行の保健師助産師看護師国家試験を評価するとともに、同国家試

験の改善事項について検討するものとする。 

 

 

２．委員の構成 

 

○ 部会委員は医道審議会令第６条に基づき、分科会長が指名する。 

 

 

３．主な検討事項 

 

○ 現行の保健師助産師看護師国家試験の評価を行い、改善事項について検討を行う。 

〇 その他の課題について検討を行う。 

 

 

４．スケジュール 

 

○ 令和７年冬頃から議論を開始し、同年度内を目途に報告書をとりまとめる。 

 


